
郵送等による入札について  

越 前 市 財 産 管 理 課 契 約 検 査 室  

 

遠 隔 地 の 入 札 者 や そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 郵 送 等 に よ る 入 札 （ 以

下 「郵便入札」という。）を 希 望 す る 入 札 者 は 、 次 の と お り と し ま す 。  

 

（ 対象となる入札等）  

１ 郵便入札の対象となる入札等は次に掲げるものとする。  

(1) 一般競争入札  

(2) 指名競争入札  

 

 （郵便入札の申出）  

１ 郵便入札を希望する入札者は、郵送等入札申出書兼委任状（様式第１）を、

当該郵送等入札を希望する入札日前３日（必着。土日祝を除く。）までに、郵

送等により入札担当課へ提出しなければならない。  

２ 前項に規定する郵送等入札申出書兼委任状は、次項に規定する入札書を送付

する外封筒に封入して、送付することができる。  

 

 （入札書の提出方法等）  

１ 郵送等入札の入札書を封入する封筒は、内封筒と外封筒の２種類とする。  

２  予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 に 達 す る 入 札 者 が な い と き は 、 再 度 入 札 を １ 回 に

限 り 行 う こ と が あ る た め 、 入 札 者 は 、 １ 回 目 入 札 及 び ２ 回 目 入 札 の 入 札 書

を 作 成 す る も の と す る 。  

３  入 札 者 は 、 第 １ 項 の 内 封 筒 に つ い て 、 １ 回 目 入 札 及 び ２ 回 目 入 札 の ２ 種

類 作 成 し 、 入 札 書 を そ れ ぞ れ の 内 封 筒 に 封 入 し 、 こ れ ら を 共 に 第 １ 項 の 外

封 筒 に 封 入 し 、 同 時 に 送 付 す る も の と す る 。  

４ 内封筒及び外封筒の記載例は、様式第２号に記載のとおりとする。  

５ 送達方法は書留郵便又は信書便とする。  



(1) 書留郵便とは、「一般書留」又は「簡易書留」によるものとする。 

(2) 信書便とは、「一般信書便事業者」（※１）又は「特定信書便事業者」（※

２）によるものとし、引受け及び配達の記録を行うもののみとする。（※１、

２については、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律

第９９号）第２条第６項及び第９項に規定する信書便事業者とする。） 

６  郵 送 等 に 要 す る 経 費 は 、 入 札 者 の 負 担 と す る 。  

７  送 付 す る 所 定 の 日 時 は 、 入 札 日 の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 ま で と し 、 所 定 の 場 所

は 、 越 前 市 財 産 管 理 課 と す る 。 た だ し 、郵送等入札申出書兼委任状を外封筒

に封入れて提出するときは、当該郵送等入札を希望する入札日前３日（必着。

土日祝を除く。）までとする。  

 

 （ 開 札 ）  

１  郵 送 等 入 札 を 受 理 し た 入 札 に つ い て は 、 入 札 執 行 担 当 以 外 の 市 職 員 １ 人

の 立 会 い の 上 、 開 札 す る こ と と す る 。  

２  開 札 の 結 果 、 落 札 と な る べ き 同 価 の 入 札 を し た 者 が ２ 以 上 あ る と き は 、

く じ で 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 価 の 入 札 を し

た 者 が 、 郵 送 等 入 札 を し た も の で あ る と き は 、 前 項 の 市 職 員 が そ の 者 の く

じ を 引 く も の と す る 。  

３  ２ 回 目 入 札 を 行 わ な い 場 合 で ２ 回 目 入 札 と し て 送 付 さ れ た 入 札 書 が あ る

と き は 、 市 は 当 該 入 札 書 を 未 開 封 の 状 態 で （ 他 の 当 該 入 札 に 係 る 文 書 と と

も に ） 保 管 す る も の と す る 。  

４  開 札 の 結 果 、 落 札 候 補 者 及 び 落 札 者 が 決 定 し た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を

当 該 落 札 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

５  開 札 結 果 に つ い て は 、 速 や か に 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に お い て 公 表 す る も の

と す る 。  

 

 （ 無 効 入 札 ）  

１  越 前 市 契 約 規 則 第 １ ５ 条 の 規 定 に 基 づ く ほ か 、 郵 便 入 札 に お い て は 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。  



(1) 書留郵便及び信書便以外の方法で入札書を提出したもの。  

(2) 封筒に記載された件名又は差出人が誤っているもの。  

(3) 封筒に記載された件名と入札書等の件名が異なるもの。  

(4) 内封筒に入札書等以外のものを同封したもの。  

(5) その他指定された入札条件に合致しないもの。 

２ 郵送等により送付された入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることがで

きない。  

 

（異議の申立て）  

１ 入札者は、郵送等による入札実施要領、関係法令等に基づく入札条件の不知

又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。事故等によ

り入札書が所 定 の 日 時 ま で に 到 達 し な か っ た 場 合 に つ い て も 同 様 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

年  月  日   

 

越前市長 殿 

 

     商号・名称  

     代表者名             ㊞  

 

郵送等入札申出書兼委任状 

 

  下記１の入札について、下記２の理由により、郵便等による入札を行う 

ことを申出します。また、落札となるべき同価の入札となったときのくじ 

引きは、越前市に委任します。 

 

記 

 

 １  入札の件名                                                    

 

 ２  郵便入札を希望する理由  

 

                                                                   

 

以上 

 

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係） 

入札書を封入する封筒の記載例 
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（内封筒）

入
札
書
在
中

越
前
市
府
中
一
丁
目
１
３
番
７
号

越
前
市
○
○
部
○
○
課

行

入
札
の
件
名

○
○
業
務
委
託

入
札
日
時

○
年
○
月
○
日

○
時
○
分

入
札
参
加
者

所
在
地

○
○
市
○
○

入
札
参
加
者
名

株
式
会
社
○
○

担
当
者
名

○
○
○
○

連
絡
先

○
○
ー
○
○
○
○

親
展

入
札
書
在
中

（外封筒）
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（内封筒 裏面）

印

印

印

 

※入札書の（１回目・２回目）は、それぞれ別の封筒に封緘し、さらに別の外封筒

に入れ二重にして郵送する。入札書の封筒は糊で封かんし、入札参加資格申請に

おける届出印により封印する。 


